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国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

四
月
五
日
、
新
聞
各
紙
で
、
全
国
の
生
協
（
コ
ー
プ
）
の
従
業
員
や
扶
養
家
族
約
十
六
万
四
千
人
が
加
入
す
る
「
日
生
協
健

康
保
険
組
合
」
が
早
け
れ
ば
今
年
度
い
っ
ぱ
い
で
解
散
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
た
。
ま
た
十
四
日
に
は
、
人

材
派
遣
会
社
の
従
業
員
と
家
族
約
五
十
万
人
が
加
入
す
る
「
人
材
派
遣
健
康
保
険
組
合
」
も
財
政
悪
化
を
理
由
に
、
早
け
れ
ば

今
年
度
中
に
解
散
す
る
方
向
で
検
討
に
入
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
健
康
保
険
組
合
解
散
の
最
大
の
原
因
は
、
高
齢
者
医
療
の
た
め
の
拠
出
金
負
担
が
重
く
、
こ
れ
を
ま
か
な
う
た
め

に
毎
年
の
よ
う
に
保
険
料
が
上
昇
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

健
康
保
険
組
合
が
解
散
す
る
と
、
加
入
者
は
協
会
け
ん
ぽ
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

健
康
保
険
組
合
連
合
会
（
健
保
連
）
が
昨
年
の
夏
に
ま
と
め
た
予
測
に
よ
る
と
、
こ
の
ま
ま
負
担
増
が
続
く
と
、
二
〇
二
五

年
度
ま
で
に
三
百
八
十
組
合
が
解
散
し
て
協
会
け
ん
ぽ
に
移
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
協
会
け
ん
ぽ
に
は
国
庫
負

担
金
が
投
入
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
三
百
八
十
組
合
が
協
会
け
ん
ぽ
に
移
れ
ば
、
国
庫
負
担
は
一
八
〇
〇
億
円
増
加
す
る
と
試
算

さ
れ
て
い
る
。

国
民
皆
保
険
そ
の
も
の
に
重
大
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
急
速
な
変
化
が
起
き
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
深
刻
な
結

一



果
を
招
き
か
ね
な
い
。
よ
っ
て
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

日
生
協
健
康
保
険
組
合
や
人
材
派
遣
健
康
保
険
組
合
の
よ
う
な
、
解
散
の
動
き
や
今
後
の
解
散
発
生
の
可
能
性
に
つ
い

て
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。

二

協
会
け
ん
ぽ
に
対
す
る
国
庫
補
助
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
十
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
協
会
け

ん
ぽ
の
財
政
安
定
化
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
健
康
保
険
組
合
の
財
政
運
営
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

三

健
康
保
険
組
合
の
解
散
、
協
会
け
ん
ぽ
へ
の
移
行
に
よ
る
国
の
財
政
へ
の
影
響
は
ど
の
程
度
だ
と
考
え
る
か
。

四

国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
よ
る
被
用
者
保
険
の
拠
出
金
負
担
の
軽
減
や

健
康
保
険
組
合
へ
の
財
政
支
援
策
の
強
化
な
ど
、
財
政
安
定
化
の
た
め
の
対
策
が
必
要
で
は
な
い
か
。

五

高
齢
者
医
療
へ
の
過
重
な
拠
出
金
を
負
担
し
て
い
る
現
役
世
代
の
負
担
は
す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
る
。
団
塊
世
代
が
後

期
高
齢
者
に
移
行
す
る
二
〇
二
五
年
度
を
見
据
え
れ
ば
、
現
行
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
は
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
国
民
皆
保
険
制
度
の
維
持
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
で
は
な
い
か
。

六

政
府
の
「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
」
で
は
、
平
成
三
十
年
度
中
に
結
論
を
出
す
べ
き
医
療
保
険
分
野
の
改
革

二



項
目
と
し
て
、
①
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
の
あ
り
方
、
②
外
来
時
の
定
額
負
担
、
③
薬
剤
自
己
負
担
、
④
金
融
資
産
を
考

慮
し
た
負
担
の
あ
り
方
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
後
期
高
齢
者
は
給
付
に
比
べ
負
担
が
極
端
に
軽
い
。
高
齢
者

に
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
、
原
則
一
割
負
担
と
さ
れ
て
い
る
七
十
五
歳
以
上
の
患
者
負
担
割

合
の
見
直
し
）
。
現
役
世
代
の
拠
出
金
負
担
軽
減
、
将
来
世
代
の
た
め
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

七

健
保
連
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な
る
二
〇
二
五
年
度
に
は
国
民
医
療
費
は
五
七
・
八
兆
円
に
達

す
る
見
込
み
で
、
こ
の
う
ち
後
期
高
齢
者
医
療
費
は
二
五
・
四
兆
円
と
四
割
以
上
を
占
め
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
健
保
組
合
の

高
齢
者
医
療
へ
の
拠
出
金
の
額
も
大
幅
に
増
加
し
、
八
百
七
十
組
合
と
い
う
半
数
以
上
の
組
合
に
お
い
て
、
拠
出
金
が
法
定

給
付
費
を
上
回
る
と
い
う
異
常
な
状
況
に
陥
る
。
ま
た
健
康
保
険
料
率
も
上
昇
（
二
〇
一
五
年
度
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
二

〇
二
五
年
度
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
し
、
二
〇
二
五
年
度
に
は
三
百
八
十
組
合
が
協
会
け
ん
ぽ
の
料
率
を
超
え
、
解
散
を

検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
健
保
組
合
の
財
政
危
機
に
対
し
て
、
対
応
が
必
要
で
は
な
い
か
。

八

た
と
え
ば
、
消
費
税
等
の
配
分
を
見
直
し
て
高
齢
者
医
療
に
財
源
を
分
配
し
、
健
保
組
合
の
過
重
な
拠
出
金
負
担
に
対
し

上
限
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
負
担
を
軽
減
し
て
は
ど
う
か
。
平
成
二
十
七
年
の
通
常
国
会
で
、
塩
崎
前
厚
生
労
働
大
臣
は
、

「
二
十
九
年
度
に
お
い
て
、
全
て
の
健
保
組
合
の
義
務
的
支
出
に
占
め
る
拠
出
金
の
割
合
を
仮
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
る

三



に
は
約
六
四
〇
億
円
が
必
要
と
推
計
さ
れ
る
」
旨
答
弁
し
た
。
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
全
面
総
報
酬
割
制
度
導
入
に
伴
う
健

保
組
合
へ
の
追
加
支
援
で
あ
る
約
七
〇
〇
億
円
の
範
囲
内
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
今
後
の
健
保
組
合
へ
の
財
政
的
支
援

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
仮
に
、
拠
出
金
の
割
合
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
る
た
め
に
は
、
今
後
ど
の
程

度
の
額
が
必
要
に
な
る
の
か
。

九

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
特
別
負
担
調
整
」
と
い
う
仕
組
み
で
は
、
拠
出
金
負
担
の
重
い
上
位
の
保
険
者
の

負
担
軽
減
に
一
〇
〇
億
円
を
充
て
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
「
一
〇
〇
億
円
」
が
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
拠
出
金
が
増
加
す

る
な
か
で
は
軽
減
効
果
が
不
十
分
と
な
る
。
財
政
規
模
の
拡
大
、
ま
た
は
対
象
範
囲
を
優
先
し
て
財
政
規
模
を
定
め
る
な
ど

の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


